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Ⅰ   入居  

 

 

Ⅰ － １   入 居 ま で の 手 続  

 

(1)  区 営 住 宅 請 け 書 ・ 誓 約 書 等 の 提 出  

区 営 住 宅 請 け 書 は 、皆 さ ん が 渋 谷 区 営 住 宅 条 例 に 定 め ら

れ た 条 項 を 確 実 に 守 り 、こ れ に 違 反 し な い こ と を 誓 約 す る

書 類 で 、連 帯 保 証 人 １ 人 の 連 署・実 印 押 印・印 鑑 登 録 証 明

書 等 を 必 要 と し ま す 。  

＊   連 帯 保 証 人 の 法 律 上 の 責 任 は 重 く 、住 宅 使 用 料 の 滞 納 や 損 害 賠

償 等 に つ い て 皆 様 の 債 務 を 連 帯 し て 負 担 し ま す 。  

ま た 、身 柄 引 受 人（ 本 籍・続 柄 記 載 の 住 民 票 の 添 付 が 必 要 で す ）

は 、 入 居 者 に 緊 急 の 事 態 が 生 じ た 場 合 等 の 連 絡 先 と な り ま す 。

ま た 、 入 居 者 が 病 気 等 の 理 由 に よ り 、 一 人 暮 ら し が 困 難 に な っ

た 場 合 の 身 柄 引 受 人 と な り ま す 。  

 

(2)  敷 金 の 納 付  

区 営 住 宅 の ２ ヶ 月 分 の 家 賃 に 相 当 す る 金 額 を 敷 金 と し

て 納 付 し て い た だ き ま す 。こ の 敷 金 は 、皆 さ ん が 住 宅 を 退

去 さ れ る 際 に 、お 使 い に な ら れ た 部 屋 の 修 繕 費 等 に 充 当 し

ま す 。 残 額 が 出 た 場 合 は お 返 し し ま す 。（ 利 子 は つ き ま せ

ん 。）  

 

(3)  区 営 住 宅 使 用 許 可 書 の 交 付  

区 営 住 宅 使 用 許 可 書 の 交 付 に よ り 、 指 定 さ れ た 使 用 許 可

日 か ら 正 式 に 区 営 住 宅 の 使 用 者 と な り 、そ の 使 用 に 関 す る

一 切 の 権 利 義 務 が 生 じ ま す 。こ の 許 可 書 は 大 切 に 保 管 し て

く だ さ い 。  
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＊  鍵 は 紛 失 等 し な い よ う に ご 注 意 く だ さ い 。な お 、お 渡 し す る 鍵

は ２ 本 と な り ま す 。  

 

(4)  入 居  

入 居 は 、 原 則 と し て 使 用 許 可 書 に 記 載 さ れ た 指 定 期 間 内

に し な け れ ば な り ま せ ん 。（ 使 用 許 可 日 か ら １ ５ 日 以 内 に

使 用 開 始 。た だ し 、使 用 料 は 、使 用 許 可 日 か ら の 徴 収 と な

り ま す 。）  

や む を え な い 事 情 の あ る 場 合 を 除 き 、こ の 期 間 を 過 ぎ て の

入 居 は で き ず 、 使 用 許 可 が 取 り 消 さ れ ま す 。  

ど う し て も １ ５ 日 以 内 に 入 居 が 無 理 な 方 は 、区 営 住 宅 使 用

開 始 延 期 申 請 書 を 提 出 し 、 許 可 を 得 て く だ さ い 。  

引 越 が 終 わ っ て 、 区 役 所 ま た は お 近 く の 出 張 所 で 転 居 届

を し 、そ れ が 済 ん だ ら 入 居 届 と 転 居 後 の 住 民 票 を 提 出 し て

く だ さ い 。  

 

Ⅰ － ２   入 居 時 の 諸 注 意  

 

(1)  電 気 、 水 道 、 電 話 の 申 し 込 み  

こ れ ら の 使 用 申 し 込 み の 手 続 は 、各 自 で 行 っ て く だ さ い 。

手 続 に 不 明 な 点 が あ る 場 合 は 、最 寄 り の 電 気 、水 道 の 営 業

所 並 び に NTT に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。    

○  電 気   東 京 電 力 カ ス タ マ ー セ ン タ ー  

℡  0120（ 995） 001 

○  ガ ス  東 京 ガ ス お 客 さ ま セ ン タ ー （ 給 湯 器 の 故 障 等 ）  

℡  0570（ 002） 211 

○  水 道  水 道 局 お 客 様 セ ン タ ー   ℡  03（ 5326） 1101 

○  電 話  NTT            ℡  局 番 な し  116 

＊ 手 続 後 、 入 居 を 辞 退 す る 方 は 、 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 に 連 絡 し て く  

だ さ い 。  
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(2)  破 損 、 異 常 が な い こ と の 確 認  

幡 ヶ 谷 原 町 住 宅 は 新 築 の 住 宅 で す の で 、居 室 ・ 設 備 等 に

破 損 そ の 他 異 常 が な い 旨 点 検 済 で す が 、使 用 者 は 入 居 す る

時 に 部 屋 を 確 認 し 、異 常 が あ れ ば 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 ま で

ご 連 絡 く だ さ い 。ま た 、居 室 内 に 予 め 設 置 し て あ る 電 磁 調

理 器 な ど の 機 器 類 の 確 認 も 忘 れ ず に し て く だ さ い 。  

 

(3)  引 越 し の 際 の 注 意 事 項  

引 越 し の 際 に 建 物 、設 備 、機 器 等 を 破 損 し た 場 合 は 使 用

者 負 担 で 修 理 に な り ま す 。な お 、エ レ ベ ー タ ー 、廊 下 等 に

は 養 生 を し て 傷 等 が 付 か な い よ う に ご 注 意 く だ さ い 。  

 

(4)  転 居 （ 住 民 票 の 異 動 ） 等 の 手 続 に つ い て  

    引 越 し 完 了 後 に 、区 役 所 又 は 区 の 出 張 所 で「 使 用 許 可 書 」

を 持 参 し て 、「 転 居 届 」 の 手 続 を し て く だ さ い 。  

  区 営 住 宅 に 住 民 票 を 移 す た め に は 、「 使 用 許 可 書 」 を 届

出 窓 口 で 提 示 す る 必 要 が あ り ま す 。 必 ず 持 参 し て く だ さ

い 。  

 

   ■  幡 ヶ 谷 原 町 住 宅 の 住 居 表 示 は 、 以 下 の と お り で す 。 

 

     

 

     

ま た 、印 鑑 、国 民 年 金 手 帳 、国 民 健 康 保 険 証 等 も 持 参 し て く

だ さ い 。転 居 届 等 が 済 み ま し た ら 、転 居 後 の 住 民 票 を 1 部 と

入 居 届 を 一 緒 に 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 へ 提 出 し て 下 さ い 。  

 

 

東 京 都 渋 谷 区 幡 ヶ 谷 一 丁 目 ２ ４ 番 ２ ８  ○ ○ ○ 号  

     幡 ヶ 谷 原 町 住 宅  

※ （ ○ ○ ○ に は 、 ご 自 分 の 部 屋 番 号 を い れ て く だ さ い 。）  
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Ⅱ   住宅の設備  

 

 

Ⅱ － １   各 世 帯 の 設 備  

 

(1)  玄 関  

・  玄 関 に は 、 必 ず 氏 名 を 表 示 し て く だ さ い 。  

・  住 宅 の 鍵 は 、 皆 様 の 生 命 や 財 産 を 守 る 大 切 な も の で す

か ら 、紛 失 し た り し な い よ う 、保 管 に は 十 分 ご 注 意 く だ

さ い 。万 一 、鍵 を 紛 失 し た 場 合 は 、各 自 の 負 担 で 鍵 の 取

り 替 え 工 事 を 行 う こ と に な り ま す 。  

・  玄 関 の 開 閉 は 、 他 の 人 の 迷 惑 に な ら な い よ う に 、 静 か

に 行 っ て く だ さ い 。ま た 戸 が ゆ っ く り 閉 ま る よ う に ド ア

ク ロ ー ザ ー を と り つ け て あ り ま す が 、指・手 な ど を 挟 ま

な い よ う 注 意 し て く だ さ い 。  

・  玄 関 掃 除 の 際 に は 、 水 を 流 す こ と は で き ま せ ん 。 掃 き

掃 除 や 、 雑 巾 等 で の 拭 き 掃 除 を し て く だ さ い 。  

・ あ 玄 関 モ ニ タ ー 、 ド ア ガ ー ド （ ド ア の 防 犯 用 レ バ ー ） は

防 犯 の た め に 活 用 し て く だ さ い 。  

あ ・  郵 便 物（ 新 聞 含 む ）は 、１ 階 に 設 置 し て あ る 集 合 ポ ス

ト に 配 達 さ れ ま す 。郵 便 ポ ス ト に は 必 ず 各 自 の 名 前 を 入

れ て く だ さ い 。  

な お 、書 留 、速 達 等 は 、部 屋 か ら の オ ー ト ロ ッ ク 解 除 に

よ り 、 各 部 屋 へ の 配 達 と な り ま す 。  

ポ ス ト は 、つ ま み を 左 右 に 回 し 、暗 証 番 号 を 合 わ せ る と

開 き 、ポ ス ト を 閉 じ て つ ま み を 回 す と ロ ッ ク が か か り ま

す 。  

 

(2)  台 所  

・ あ 台 所 は 、 常 に 清 潔 に 保 つ よ う 心 掛 け て く だ さ い 。 特 に
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ゴ ミ を 排 水 口 に 流 さ な い で く だ さ い 。 排 水 管 詰 り の 原

因 と な り ま す 。排 水 口 用 の ネ ッ ト を 使 用 し 、溜 ま っ た ゴ

ミ は す ぐ に 取 り 除 い て く だ さ い 。  

・  流 し 台 は 、 ス チ ー ル た わ し や ク レ ン ザ ー 等 の 傷 つ け や

す い も の で 手 入 れ を し な い で く だ さ い 。  

・  台 所 は 、 熱 気 や 煙 等 が こ も り や す い も の で す 。 換 気 扇

を 使 用 し ま し ょ う 。レ ン ジ フ ー ド の 使 用 の 際 に は 、吸 気

口 を 開 け る か 、 窓 を 開 け て 外 気 を 取 り 入 れ て く だ さ い 。

ま た 換 気 扇 の フ ィ ル タ ー を 掃 除 す る と き は 必 ず ス イ ッ

チ を 切 っ て く だ さ い 。  

 

(3)  ト イ レ  

・  便 器 は 、 す べ て 洋 式 の 水 洗 ト イ レ で す 。 紙 は 水 に 溶 け

や す い ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー の み を 使 用 し て く だ さ い 。そ

の 他 の も の（ 新 聞 紙 、紙 お む つ 等 ）を 流 す と 排 水 管 詰 り

の 原 因 と な り 、住 宅 全 体 に 迷 惑 が か か り ま す の で ご 注 意

く だ さ い 。  

・  ト イ レ 清 掃 の 際 、 特 殊 な 洗 剤 ・ 薬 品 は 使 用 し な い で く

だ さ い 。  

 

(4)  バ ル コ ニ ー （ ベ ラ ン ダ ）  

・  バ ル コ ニ ー の 床 は 、 完 全 防 水 で は あ り ま せ ん 。 掃 除 の

際 、水 を 流 す と 下 へ 漏 水 す る こ と が あ り ま す 。排 水 口 は

雨 水 の た め に あ る の で 、 水 は 流 さ な い で 下 さ い 。  

ま た 、 排 水 口 の 目 皿 は 、 小 ま め に 清 掃 し て く だ さ い 。  

・  バ ル コ ニ ー は 、 緊 急 時 の 避 難 通 路 に も な っ て い ま す 。 

隣 と の 境 や 、避 難 ハ シ ゴ の 周 辺 に 、物 置 、荷 物 、植 物 等

避 難 の 妨 げ に な る よ う な も の は 絶 対 に 置 か な い で 下 さ

い 。  

・  風 の 強 い と き は 、 洗 濯 物 等 が 下 に 落 ち な い よ う 十 分 に
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注 意 し て く だ さ い 。  

・  物 干 し 掛 け は 、 使 用 方 法 を よ く 確 認 し て か ら 使 用 し て

く だ さ い 。物 干 し 竿 を 使 わ ず に 洗 濯 ロ ー プ を 使 用 す る と 、

器 具 が 壊 れ る こ と が あ り ま す 。ま た 、乱 暴 に 扱 う と 、音

が 響 き 近 所 迷 惑 と な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  

・  バ ル コ ニ ー の 手 す り に 布 団 等 を 干 さ な い で く だ さ い 。 

 

(5)  テ レ ビ ア ン テ ナ  

・  ア ン テ ナ 線 は 各 室 ま で 配 線 さ れ て い ま す の で 、 各 自 で

テ レ ビ の ア ン テ ナ 線 を 接 続 し て く だ さ い 。配 線 の 際 、コ

ー ド 等 を 壁 に 打 ち 付 け て 止 め る こ と は で き ま せ ん 。  

・  Ｎ Ｈ Ｋ 受 信 に つ い て は 、 各 自 で 手 続 き を 行 っ て く だ さ

い 。ま た 、Ｃ Ｓ を 視 聴 す る 場 合 は 、各 自 で 手 続 き を し て

く だ さ い 。  

   ＊  イ ン タ ー ネ ッ ト は 別 契 約 に な り ま す の で 、 各 自 で

契 約 し て く だ さ い 。  

 

(6)  ア ー ス （ 接 地 線 ）  

・  洗 濯 機 、 冷 蔵 庫 、 電 子 レ ン ジ を 使 用 す る 際 は 、 ア ー ス

を 取 り つ け て く だ さ い 。コ ン セ ン ト と 同 じ 場 所 に ア ー ス

線 取 り 付 け 端 子 が あ り ま す の で 、安 全 の た め 必 ず 取 り つ

け て く だ さ い 。  

 

(7)  電 気  

・  各 戸 に 、 戸 別 分 電 盤 が つ い て い ま す 。 安 全 ブ レ ー カ ー

と 並 ん で 、一 定 量 以 上 の 電 流 が 流 れ る と 、自 動 的 に ス イ

ッ チ が 切 れ る ブ レ ー カ ー が 取 り つ け て あ り ま す 。  

一 時 に た く さ ん の 電 気 器 具 を 使 用 し て 、 契 約 ア ン ペ ア

（ ４ ０ ア ン ペ ア ）を 超 え る と 、自 動 的 に そ の 住 宅 だ け が

停 電 と な り ま す 。 お よ そ １ ０ 秒 後 に 自 動 で 回 復 し ま す
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が 、ま た 停 電 し た り 、何 度 も 停 電 を 繰 返 す 場 合 は 東 京 電

力 に 連 絡 し 、 ご 相 談 く だ さ い 。（ こ の 場 合 の 費 用 は 皆 さ

ん の 負 担 と な り ま す 。）  

・  契 約 ア ン ペ ア の 変 更 の 希 望 が あ る 場 合 は 、 渋 谷 区 営 住

宅 等 窓 口 ま で ご 相 談 く だ さ い 。  

・  電 気 工 事 等 が 必 要 な 場 合 は 、 事 前 に 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓

口 に ご 連 絡 く だ さ い 。無 断 で 工 事 等 を す る こ と は で き ま

せ ん 。無 断 で 工 事 等 を 行 っ た 際 は 自 己 負 担 で 原 状 回 復 し

て い た だ き ま す 。  

 

(8)  照 明 器 具  

・  住 宅 設 備 を 交 換 す る こ と は で き ま せ ん 。 ご 自 身 で 取 り

付 け た 照 明 器 具 は 退 去 時 に 各 自 で 取 外 し て く だ さ い 。  

・  蛍 光 管 等 が 切 れ た 場 合 は 、 同 タ イ プ の 物 を ご 自 分 の 負

担 で 購 入 し 、 取 り つ け て く だ さ い 。 LED を 使 用 し て い

ま す が 、 浴 室 内 等 LED と な っ て い な い 個 所 も 一 部 あ り

ま す 。交 換 の 際 は 切 れ た 管 を 外 し て 、電 気 店 に 持 参 し て

相 談 し て く だ さ い 。  

 

(9)   水 道  

・  水 が 止 ま ら な い 時 、 漏 水 し て い る 時 は 室 外 に あ る メ ー

タ ー ボ ッ ク ス 内 の 水 道 の 元 栓 を 閉 め 、渋 谷 区 営 住 宅 等 窓

口 へ 連 絡 し て く だ さ い 。  

・  断 水 が あ っ た 場 合 は 、 直 ち に 蛇 口 を 閉 め て く だ さ い 。

復 旧 後 、水 が 出 っ ぱ な し に な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。 

 

  (10)  そ の 他  

・  各 室 に は イ ン タ ー ホ ン が 設 置 さ れ て お り 、 住 居 玄 関 の

ド ア ホ ン 、建 物 入 口 の オ ー ト ロ ッ ク ド ア の イ ン タ ー ホ ン

と 通 話 で き ま す 。  
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ま た 、火 災 な ど の 緊 急 時 に は 、火 災 報 知 器 と 連 動 し て

警 報 を 鳴 ら し ま す 。詳 し い 取 扱 い は 、説 明 書 を 読 ん で く

だ さ い 。  

・  カ ー テ ン レ ー ル は 取 り つ け て あ り ま す が 、 カ ー テ ン は

各 自 ご 用 意 く だ さ い 。  

・  床 、 壁 、 ガ ラ ス 窓 な ど は 、 汚 し た り 壊 し た り し な い よ

う 大 切 に 使 用 し て く だ さ い 。  

・  現 在 の 部 屋 の 仕 様 を 変 更 す る 場 合 は 、 渋 谷 区 営 住 宅 等

窓 口 へ 模 様 替 え 申 請 書 を 提 出 し 、許 可 を 受 け て か ら 行 っ

て く だ さ い 。退 去 時 に は 、各 自 の 費 用 で 原 状 回 復 し て い

た だ き ま す 。  

 

 

 

Ⅱ － ２   共 用 部 分 の 設 備  

 

  (1)   エ ン ト ラ ン ス （ 住 宅 の 入 口 ）  

・  エ ン ト ラ ン ス の 自 動 ド ア は 、 オ ー ト ロ ッ ク シ ス テ ム に

な っ て い ま す 。オ ー ト ロ ッ ク ド ア は 皆 様 の 部 屋 の 鍵 で 開

き ま す 。  

・  来 訪 者 を 中 に 入 れ る 際 に は 、 居 室 内 の イ ン タ ー ホ ン と

つ な が っ て い ま す の で 、イ ン タ ー ホ ン の 解 除 ボ タ ン を 押

せ ば オ ー ト ロ ッ ク ド ア は 開 き ま す 。  

・  ゴ ミ 出 し 等 の 一 時 的 な 外 出 で も 必 ず 鍵 を 持 参 し て く

だ さ い 。  

・  オ ー ト ロ ッ ク は 、 停 電 時 や 災 害 発 生 時 に は 解 除 状 態 と

な り 、 手 で 開 け る こ と が で き ま す 。  

・  郵 便 ポ ス ト は 、 暗 証 番 号 を 使 っ て 開 閉 し ま す 。  
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(2)    エ レ ベ ー タ ー  

・  エ レ ベ ー タ ー の 利 用 に 際 し て は 、 事 故 等 が な い よ う 注

意 し て く だ さ い 。  

・  非 常 時 や 利 用 中 に エ レ ベ ー タ ー が 止 ま っ た 場 合 は 、 非

常 ボ タ ン を 押 し つ づ け て く だ さ い 。 外 部 と 連 絡 が 取 れ 、

警 備 会 社 や エ レ ベ ー タ ー 会 社 が 駆 け つ け ま す 。  

・  火 災 、 地 震 時 に エ レ ベ ー タ ー は 最 寄 り の 階 で 止 ま り ま

す 。 ド ア が 開 い た ら 外 に 出 て 避 難 し て く だ さ い 。  

・  エ レ ベ ー タ ー 内 は 清 潔 に 保 ち 、 必 要 の な い ボ タ ン な ど

は む や み に 押 さ な い で く だ さ い 。  

 

  (3)   各 階 ホ ー ル 、 廊 下 等  

・  各 階 ホ ー ル 、 廊 下 、 階 段 は 他 の 人 の 迷 惑 に な ら な い よ

う に 歩 き ま し ょ う 。  

・  共 用 部 分 に 私 物 な ど は 絶 対 に 置 き っ ぱ な し に し な い で

く だ さ い 。消 防 法 上 、物 を 置 い て は い け な い こ と に な っ

て い ま す 。  

     

  (4)   給 水 ・ 排 水 施 設  

・  台 所 、 ト イ レ 、 風 呂 の 排 水 は 、 数 戸 の 排 水 管 が １ 本 の

排 水 管 に つ な が っ て い ま す 。ゴ ミ な ど を 流 す と 排 水 管 の

詰 ま り の 原 因 と な り 、排 水 が 逆 流 し 、居 住 者 全 員 に 迷 惑

が か か り ま す 。 ご 注 意 く だ さ い 。  

・  居 室 内 を 含 め て 、 排 水 管 清 掃 が 概 ね ３ 年 に １ 度 あ り ま

す の で 、 ご 協 力 く だ さ い 。  

 

  (5)   ゴ ミ  

・  ゴ ミ 保 管 庫 は 施 錠 さ れ て い ま す が 、 部 屋 の 鍵 で 開 け ら

れ ま す 。収 集 日 に 指 定 の ゴ ミ 置 場 に 出 し て く だ さ い 。収

集 日 以 外 に は ゴ ミ を 出 さ な い で く だ さ い 。  
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・  当 住 宅 地 区 は 、可 燃 ゴ ミ（ 水・土 曜 日 ）、不 燃 ゴ ミ（ 第

4 火 曜 日 ）、 資 源 （ 月 曜 日 ） の 収 集 日 程 に な り ま す 。  

・  家 具 な ど （ お お む ね ３ ０ ｃ ｍ 角 以 上 の も の ） 粗 大 ゴ ミ

は 、粗 大 ゴ ミ 受 付 セ ン タ ー（ ℡ 03-6834-4777）へ 申 し 込

ん で く だ さ い 。有 料 と な り 、粗 大 ご み 処 理 券 (シ ー ル )必

要 で す 。  

・  電 気 製 品 (エ ア コ ン・テ レ ビ・冷 蔵 庫 等 )は 購 入 し た 販 売

店 に 引 き 取 り を お 願 い し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊  資 源  

資 源 は 、び ん・缶・ペ ッ ト ボ ト ル 専 用 の カ ゴ に 入 れ て

出 し ま す 。収 集 日 当 日 に 集 積 場 所 に 運 び 出 し 、収 集 後 に

カ ゴ を 保 管 庫 の 中 に し ま っ て く だ さ い 。  

☞ カ ゴ を 保 管 庫 か ら 収 集 場 所 ま で 出 し 、ゴ ミ 収 集 が 終 わ

っ た ら カ ゴ を 保 管 庫 に 戻 す た め の 当 番 を 毎 月 交 代 で

1～ 4 階 の 各 階 グ ル ー プ で 行 っ て く だ さ い 。  

☞（ 例 ）４ 月 は １ 階 の 、ま た ５ 月 は ２ 階 の 皆 さ ん で と い

う よ う に 月 替 わ り で 交 代 す る な ど し て く だ さ い 。  
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Ⅱ － ３   光 熱 水 費 、 修 繕 費 等  

 

(1)  光 熱 水 費 等  

・  電 気 、 水 道 、 ガ ス 、 電 話 、 テ レ ビ の 受 信 料 等 は 、 皆 様

各 自 の 負 担 で す 。  

電 気 、水 道 、ガ ス は 各 戸 ご と に メ ー タ ー が 設 置 さ れ て お

り 、 使 用 量 に 応 じ て 請 求 さ れ ま す 。  

 

(2)  修 繕 費  

・  住 宅 の 修 繕 は 、区 が 行 う も の と 、皆 さ ん 自 身 で 行 う も の

が あ り ま す 。 区 別 に つ い て は 、 お お よ そ 以 下 の と お り で

す 。  

 

①  区 が 修 繕 す る 範 囲  

ア  共 用 部 分 が 年 月 の 経 過 や 立 地 条 件 等 に よ り 、 自 然

損 耗 し た も の に つ い て 修 繕 や 交 換 な ど を 行 い ま す 。 

＊  共 用 部 分 の 清 掃 等 に つ い て  

エ ン ト ラ ン ス 、 集 会 室 、 通 路 な ど 共 用 部 分 の 清 掃 は 、

業 者 に お 願 い し て い ま す 。た だ し 、集 会 室 を 使 用 し た 際

は ゴ ミ 等 を 持 ち 帰 る よ う に し て く だ さ い 。  

ま た 、共 用 部 分 の 設 備 の 点 検 等 も 区 が 民 間 の 業 者 に 委

託 し て 行 い ま す 。  

お 互 い に 快 適 に 過 ご せ る よ う 、使 用 に 際 し て は 乱 暴 に

扱 っ た り 、 汚 し た り し な い よ う ご 協 力 願 い し ま す 。  
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イ  災 害 そ の 他 不 可 抗 力 に よ っ て 建 物 、 設 備 等 に 損 害

が 発 生 し た 場 合 。  

 

②  皆 さ ん が 修 繕 す る 範 囲  

使 用 に 伴 い 消 耗 す る も の や 、使 用 に よ っ て 破 損・故 障

し た も の は 、皆 様 の 費 用 で 修 繕 し て い た だ き ま す 。下 記

の 表 を 参 照 し て く だ さ い 。  

 

③  そ の 他 注 意 事 項 、 修 繕 の 申 し 込 み  

  判 断 が つ か な い 場 合 は 、 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 ま で お

問 い 合 わ せ く だ さ い 。 ご 自 分 の 判 断 で 修 繕 等 さ れ た 場

合 、 そ の 費 用 を 後 で 区 が 負 担 す る こ と は で き ま せ ん 。  

電 球 の 交 換 等 の ご く 簡 単 な 修 繕 を 除 き 、 工 事 等 が 伴  

う 場 合 は 必 ず 、ご 連 絡 く だ さ い 。ま た 、住 居 内 の 設 備 等

を 破 損 、 汚 損 し た 場 合 も 速 や か に 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口

ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

【 皆 さ ん の 負 担 で の 修 繕 範 囲 】  

区 分  内     容  

建 物  

１   建 具 （ 障 子 、 襖 等 ） の 修 繕 ・ 取 替 え  

２   郵 便 受 け 、 玄 関 扉 、 鍵 等 の 修 繕 ・ 取 替 え  

３   ガ ラ ス 、 ガ ラ ス パ ッ キ ン の 修 繕 ・ 取 替 え  

４   壁 、 天 井 等 の 汚 損 箇 所 の 塗 り 替 え 、 修 繕  

５   畳 の 表 替 え 、 裏 返 し 等  

６   台 所 流 し 、 収 納 棚 、 レ ン ジ フ ー ド 等 の 修 繕  

７   ベ ラ ン ダ の 物 干 し 掛 け の 修 繕  

８   手 す り 等 の 修 繕  
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電 気  

１   電 球 ・ 管 球 、ス イ ッ チ 、コ ン セ ン ト 、配 線 等 の 修

繕 ・ 取 替 え  

２   照 明 器 具 （ 笠 、 グ ロ ー ブ 等 ） の 修 繕 ・ 取 替 え  

３   台 所 、 ト イ レ の 換 気 扇 の 修 繕 ・ 取 替 え  

４   電 磁 調 理 器 の 修 繕  

５   テ レ ビ 受 信 用 接 続 端 子 の 修 繕  

給 水

衛 生  

１   給 水 栓 、パ ッ キ ン 類 、排 水 口 の 目 皿 等 の 修 繕 ・ 取

替 え  

２   給 水 管 、 排 水 管 の パ イ プ 詰 ま り の 修 繕  

３   洗 濯 機 用 防 水 パ ン の 修 繕 ・ 取 替 え  

４   便 器 、 便 座 、 タ ン ク 、 紙 巻 器 等 の 修 繕 ・ 取 替 え  

設 備  
１   緊 急 押 し ボ タ ン 、 開 錠 ボ タ ン の 修 繕 ・ 取 替 え  

２   玄 関 チ ャ イ ム 子 機 、 親 機 の 修 繕 ・ 取 替 え  

共 用  

共 用 部 分 の 修 繕 は 、基 本 的 に 区 が 実 施 し ま す が 、皆

さ ん の 不 注 意 や 使 用 方 法 の 誤 り 等 に よ る 故 障 、 破 損 、

汚 損 の 場 合 は 、 皆 さ ん の 負 担 。  

給 湯  給 湯 器 、 操 作 パ ネ ル の 修 繕 も 共 用 部 分 に 同 じ 。  

 

 

Ⅱ － ４   非 常 時 対 応  

 

(1)  防 犯  

・  外 出 の 際 は 、必 ず ド ア 鍵（ ２ ヶ 所 ）を か け て く だ さ い 。  

 

(2)  防 災  

・  火 の 元 に は 十 分 注 意 し て く だ さ い 。 ア イ ロ ン の 消 し 忘

れ 、仏 壇 の ろ う そ く や 線 香 の 火 の 始 末 等 に 十 分 ご 注 意 く

だ さ い 。ま た 、た ば こ の 火 の 始 末 に は 、特 に ご 注 意 く だ
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さ い 。  

・  新 聞 、 雑 誌 、 ダ ン ボ ー ル 等 燃 え や す い も の は 、 こ ま め

に 処 分 し て く だ さ い 。  

・  バ ル コ ニ ー に は 、 避 難 器 具 が 設 置 さ れ て い ま す 。 避 難

器 具 の 上 に は 物 を 絶 対 に 置 か な い で く だ さ い 。ま た 、火

災・非 常 時 は 、エ レ ベ ー タ ー の 使 用 は 危 険 で す 。非 常 階

段 で 避 難 し て く だ さ い 。  

・  出 火 発 見 の 際 は 、 直 ち に 壁 等 に あ る 自 動 火 災 発 信 機 の

ボ タ ン を 押 し 、 １ １ ９ 番 通 報 し て く だ さ い 。  

・  緊 急 進 入 口 （ ド ア 横 の 壁 の ガ ラ ス ） 部 分 の 内 側 に 家 具

等 を 置 く と 、緊 急 時 の 進 入 の 妨 げ に な り ま す の で 、物 を

置 か な い で く だ さ い 。  

・  地 震 の 場 合 、 あ わ て て 外 に で る と 危 険 で す 。 テ レ ビ ・

ラ ジ オ 等 の ニ ュ ー ス に 注 意 し 、落 ち 着 い て 行 動 し ま し ょ

う 。  

・  台 風 や 大 雨 の 場 合 は 窓 を し っ か り 閉 め 、 室 内 に 水 が 入

ら な い よ う ご 注 意 く だ さ い 。ま た 、災 害 等 に 備 え 、懐 中

電 灯 を 用 意 し て お き 、非 常 時 持 出 品 を 準 備 し て お き ま し

ょ う 。  

・  消 火 器 は 各 階 廊 下 に 備 え 付 け て あ り ま す 。  

・  地 域 、 区 の 防 災 訓 練 に は 参 加 し ま し ょ う 。  

 

＊  皆 様 の 過 失 に よ り 失 火 、 漏 水 し た 場 合 は 原 状 回 復 、

損 害 賠 償 、 住 宅 の 明 け 渡 し な ど の 措 置 を 受 け る こ と

に な り ま す 。 ま た 、 近 所 の 方 に も 迷 惑 や 生 命 の 危 険

を 及 ぼ す こ と に な り ま す の で 、 火 災 予 防 等 に 十 分 ご

注 意 く だ さ い 。  

 

(3)   警 戒 宣 言 発 令 時  

・  地 震 に 関 す る 警 戒 宣 言 等 が 発 令 さ れ た 場 合 は 、テ レ ビ・
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ラ ジ オ の 情 報 に 注 意 し 、都 、区 、消 防 、警 察 の 指 示 に 従

っ て く だ さ い 。  

・  け が や 火 災 の 発 生 を 防 ぐ と と も に 、 隣 同 士 で 協 力 し て

安 全 確 保 に 努 め て く だ さ い 。  

  

 

 

Ⅱ － ５   そ の 他 の 注 意 事 項  

 

  (1)  室 内 衛 生  

・  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 り の 建 物 は 、 冬 に な る と 壁 等 に 水

滴・結 露 が 生 じ る こ と が あ り ま す 。カ ビ 等 が 生 じ な い よ

う 、天 気 の 良 い 日 は 窓 、ク ロ ー ゼ ッ ト 等 を 開 け て 通 気 を

良 く し 、乾 燥 さ せ る よ う に し て く だ さ い 。ま た 、湿 気 が

溜 ま ら な い よ う に 日 頃 か ら 通 気 に 心 が け ま し ょ う 。な お

浴 室 は ２ ４ 時 間 換 気 装 置 が 働 き 、 多 少 の 音 が し ま す 。  

 

  (2)  石 油 ス ト ー ブ ・ ガ ス ス ト ー ブ  

・  石 油 ・ ガ ス ス ト ー ブ 及 び 石 油 ・ ガ ス フ ァ ン ヒ ー タ ー は

使 用 で き ま せ ん 。 エ ア コ ン 暖 房 を 使 用 し て く だ さ い 。  

 

  (3)  自 転 車 等  

・ 住 宅 の 自 転 車 置 場 は 敷 地 内 屋 外 に あ り ま す 。 使 用 を 希

望 す る 方 は 、 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 ま で 申 し 出 て く だ さ

い 。申 請 後 、ス テ ッ カ ー を 配 布 し ま す 。自 転 車 に 貼 付 し

て く だ さ い 。無 断 使 用 、ス テ ッ カ ー の 非 貼 付 の 場 合 、自

転 車 を 撤 去 し ま す 。な お 、ス ペ ー ス に 限 り が あ り ま す の

で 、申 し 込 み 多 数 の 場 合 は 抽 選 と な る こ と が あ り ま す 。 

・ 住 宅 居 住 者 用 の 駐 車 場 は あ り ま せ ん（ 基 本 的 に 緊 急 用 ）。

来 訪 者 は 、 付 近 の 時 間 貸 駐 車 場 を 利 用 し て く だ さ い 。  
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(4)   居 室 内 へ の 立 入 り  

・  居 室 内 の 緊 急 通 報 が 発 報 し 、ご 本 人 の 安 否 が 確 認 で き

な い 場 合 は 居 室 内 へ 立 入 り ま す 。  

・  消 防 設 備 点 検 の た め 、業 者 が 居 室 に 立 入 る こ と が あ り

ま す 。 事 前 に 日 程 は ご 連 絡 し ま す 。 消 防 設 備 点 検 は 法

定 点 検 で 拒 否 は で き ま せ ん 。 ご 承 知 く だ さ い 。  

・ そ の 他 設 備 点 検 や 住 宅 管 理 上 の 必 要 等 か ら 入 室 を 求 め

る こ と が あ り ま す 。 ご 協 力 を お 願 い し ま す 。  

 

(5)   諸 注 意  

以 下 の 事 項 は 禁 止 し ま す 。禁 止 事 項 に 反 し 区 ま た は 他

人 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 損 害 賠 償 請 求 や 立 退 き の 対 象

と な り ま す 。  

・  居 室 を 住 居 以 外 の 目 的 に 使 用 す る こ と 。  

・  使 用 許 可 者 以 外 の 人 が 居 住 す る こ と 。  

・  区 営 住 宅 で は 犬 、猫 、鳥 類 、魚 類 そ の 他 の ペ ッ ト を 飼

育 す る こ と 。  

・  敷 地 、建 物 、外 周 、そ の 他 共 用 部 分（ 居 室 の バ ル コ ニ

ー 、 窓 ガ ラ ス を 含 む 。） に 広 告 、 標 識 等 を 掲 示 し 、 ま た

は 工 作 物 を 設 置 す る こ と 。  

・  共 用 部 分 ま た は 居 室 内 の 壁 、床 等 に 文 字 、絵 な ど を 書

く こ と 。  

・  階 段 、廊 下 、バ ル コ ニ ー 等 に 植 木 鉢 や 土 砂 を 搬 入 す る

こ と 。  

・  テ レ ビ 、 ス テ レ オ 、 ラ ジ オ 、 楽 器 等 の 音 量 を 他 の 迷 惑

と な る ま で 上 げ た り 、 騒 音 ・ 雑 音 を 発 す る こ と 。  

・  自 然 発 火 、 引 火 、 爆 発 の 恐 れ の あ る 危 険 物 ま た は 悪 臭

等 を 発 す る 劇 薬・薬 品 等 を 住 宅 内 へ の 持 ち 込 み 、ま た は

保 管 す る こ と 。  
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・  住 宅 を 損 傷 す る 恐 れ の あ る 重 量 物 を 持 ち 込 む こ と 。  

運 動 用 具 等 の 重 量 物 を 室 内 で 投 げ た り 、 落 下 さ せ た り

す る こ と 。  

・  そ の 他 、 他 の 入 居 者 及 び 近 隣 に 迷 惑 を か け る 行 為 。  

 

 (6)  そ の 他  

・  そ の 他 不 明 な 点 が あ り ま し た ら 、 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口

ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

・  火 災 等 に よ る 財 産 の 損 失 等 を 防 ぐ た め 、 各 自 で 家 財 保

険 （ 火 災 、 地 震 ） に 加 入 す る こ と を お 勧 め し ま す 。  

ま た 、自 己 責 任 に よ る 水 漏 れ な ど の 保 証 の た め 、損 害 保

険 へ の 加 入 も お 勧 め し ま す 。  
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Ⅲ   入居してからの手続きについて  

 

Ⅲ － １  家 賃  

 

  (1)   家 賃 の 決 定 に つ い て  

・  月 額 の 家 賃 は 、 皆 様 の 前 年 の 所 得 を も と に 下 記 の 計 算

方 法 に よ り 決 定 し ま す 。  

①  家 賃 算 定 基 礎 額 × ② 市 町 村 立 地 係 数 × ③ 規 模 係 数 × ④ 経 過 年 数 係

数 ×⑤ 利 便 性 係 数  

①  家 賃 算 定 基 礎 額  

区

分  

収 入 月 額  

（ 所 得 金 額 を 1 2 月 で 割 っ た 数 字 ）  
家 賃 算 定 基 礎 額  

Ⅰ  
            ０ 円 以 上  

１ ０ ４ ， ０ ０ ０ 円 以 下  
３ ４ ， ４ ０ ０ 円  

Ⅱ  
１ ０ ４ ， ０ ０ １ 円 以 上  

１ ２ ３ ， ０ ０ ０ 円 以 下  
３ ９ ， ７ ０ ０ 円  

Ⅲ  
１ ２ ３ ， ０ ０ １ 円 以 上  

１ ３ ９ ， ０ ０ ０ 円 以 下  
４ ５ ， ４ ０ ０ 円  

Ⅳ  
１ ３ ９ ， ０ ０ １ 円 以 上  

１ ５ ８ ， ０ ０ ０ 円 以 下  
５ １ ， ２ ０ ０ 円  

Ⅴ  
１ ５ ８ ， ０ ０ １ 円 以 上  

１ ８ ６ ， ０ ０ ０ 円 以 下  
５ ８ ， ５ ０ ０ 円  

Ⅵ  
１ ８ ６ ， ０ ０ １ 円 以 上  

２ １ ４ ， ０ ０ ０ 円 以 下  
６ ７ ， ５ ０ ０ 円  

②  市 町 村 立 地 係 数   渋 谷 区 は 、１ ．４ ０ と な っ て い ま す 。 

③  規 模 係 数        専 用 面 積 ÷６ ５  

④  経 過 年 数 係 数   建 物 建 設 後 の 経 過 し た 年 数 に よ り 下

が り ま す 。    １ － ０ .０ ０ １ ０ ×経 過 年 数  

⑤  利 便 性 係 数    建 物 の 設 備 や 固 定 資 産 税 評 価 額 、

交 通 の 利 便 性 、 間 取 り 等 で 住 宅 ご と に 決 定 し ま す 。  
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     上 記 に よ り 計 算 し 、 １ ０ ０ 円 未 満 を 切 り 捨 て た 金

額 が 月 額 使 用 料 と な り ま す 。  

    ＊ 家 賃 算 定 基 礎 額 は 変 更 す る こ と が あ り ま す 。  

 

(2)   各 月 の 家 賃  

・  入 居 月 の 家 賃 は 、 使 用 許 可 日 か ら 起 算 し て 日 割 り で 徴

収 し ま す 。以 降 の 月 は 金 融 機 関 か ら 口 座 振 替 と な り ま す 。

（ 毎 月 の 家 賃 は 、 月 末
．．

に 引 き 落 と し さ れ ま す 。）  

 

(3)   日 割 家 賃  

・  月 の 途 中 で 退 去 す る 場 合 も 、 退 去 の 日 ま で の 日 割 計 算

で 算 出 さ れ た 額 を 納 入 し て い た だ き ま す 。  

 

(4)   滞 納 し た 場 合 の 措 置  

・  正 当 な 理 由 が な く 家 賃 を ３ ヶ 月 以 上 滞 納 す る と 、 住 宅

を 明 け 渡 し て い た だ く こ と と な り ま す 。納 入 が 困 難 な 場

合 は 、 必 ず 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 ま で ご 相 談 く だ さ い 。  

 

(5)   家 賃 の 減 免 、 徴 収 猶 予  

・ 地 震 、火 災 な ど に よ り 損 害 を 受 け た り 、使 用 者 が 失 職 、

疾 病 等 に よ り 著 し く 生 活 が 困 難 な 状 態 に な っ た 場 合 、ま

た 、皆 さ ん に 責 任 が な く 住 宅 が 引 き 続 き １ ０ 日 以 上 使 用

で き な い 状 態 に な っ た 場 合 等 の と き に は 、使 用 料 の 減 免 、

徴 収 猶 予 の 制 度 が あ り ま す 。  

 

(6)   共 益 費  

・ 皆 様 に は 、家 賃 と と も に 共 用 部 分 (エ レ ベ ー タ ー 等 を 含

む )の 電 気 代 、 各 種 保 守 点 検 費 用 の 一 部 を 共 益 費 と し て

お 支 払 い た だ き ま す 。家 賃 に 共 益 費 を 加 え て 合 算 し た 額

が 口 座 振 替 と な り ま す 。  



- 22 - 
 

Ⅲ － ２  収 入 報 告  

 

(1)  収 入 報 告  

・  毎 年 ７ 月 末 日 ま で に 、 前 年 の 収 入 を 報 告 し て い た だ く

義 務 が あ り ま す 。手 続 き 等 に つ い て は 、あ ら か じ め お 知

ら せ し ま す 。  

 

(2)   収 入 額 の 認 定  

・  提 出 し て い た だ い た 収 入 報 告 に も と づ い て 、 収 入 額 を

認 定 し 、 通 知 し ま す 。 認 定 さ れ た 事 項 に 対 し て 、 意 見 ・

不 服 な ど が あ る と き は 、渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 ま で 申 し 出

て く だ さ い 。  

 

(3)  使 用 料 の 改 定  

・  認 定 さ れ た 収 入 に も と づ き 、 翌 年 ４ 月 分 の 使 用 料 か ら

改 定 さ れ ま す 。使 用 料 の 額 は 収 入 額 等 認 定 通 知 書 兼 使 用

料 等 通 知 書 に 記 載 さ れ て い ま す の で 、確 認 し て く だ さ い 。 

 

(4)  収 入 超 過 者 の 住 宅 の 明 渡 し 努 力 義 務  

・  入 居 後 ３ 年 以 上 で 、 認 定 さ れ た 収 入 額 が 区 規 則 で 定 め

る 額（ 214,000 円 /月 ）を 超 え た 場 合 は 収 入 超 過 者 と 認 定

さ れ ま す 。認 定 さ れ た 区 営 住 宅 の 使 用 者 は 当 該 住 宅 を 明

け 渡 す よ う 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。ま た 、認 定 さ れ た

後 、引 き 続 き 使 用 し て い る 時 は 、別 の 方 法 で 算 出 す る 家

賃 を 納 付 し て い た だ き ま す 。  

 

(5)  高 額 所 得 者 に 対 す る 住 宅 の 明 渡 し 請 求  

・  入 居 ５ 年 以 上 で 、 認 定 さ れ た 収 入 額 が 区 規 則 で 定 め る

額（ 313,000 円 /月 ）を 超 え た 場 合 は 、住 宅 を 明 け 渡 し て

い た だ き ま す 。ま た 、高 額 所 得 者 に 認 定 さ れ た 住 宅 使 用
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者 は 、住 宅 の 明 渡 し の 日 ま で 毎 月 近 傍 同 種 の 住 宅 家 賃 の

額 に 相 当 す る 使 用 料 を 納 付 し て い た だ き ま す 。  

 

Ⅲ － ３   そ の 他 の 手 続  

 

こ れ か ら 説 明 す る 各 種 の 手 続 は 、す べ て 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓

口 が 窓 口 と な り ま す 。手 続 を す る 際 は 、事 前 に 電 話 で お 問 い

合 わ せ の う え 、 該 当 す る か 確 認 し 申 請 書 類 の 交 付 を 受 け て

く だ さ い 。  

 

(1)  届 出 が 必 要 な 事 項  

・  引 き 続 き １ ヶ 月 以 上 不 在 と な る 時 。（ 旅 行 、 入 院 等 ）  

・  緊 急 連 絡 先 、 連 帯 保 証 人 、 身 柄 保 証 人 に 異 動 等 が あ っ

た と き 。 ま た は 、 変 更 し た い と き 。  

 

(2)   許 可 が 必 要 な 事 項  

・ 使 用 者 以 外 の 者 を 長 期 に わ た り 宿 泊 さ せ る と き 。  

・住 宅 の 模 様 替 え 、そ の 他 変 更 を 加 え よ う と す る と き 。（ こ

の 場 合 、住 宅 の 維 持 管 理 に 支 障 が な く 、か つ 原 状 に 復 す

る こ と が 容 易 で あ る と 認 め ら れ る と き に 限 り ま す 。）  

・  住 宅 の 敷 地 内 に 工 作 物 を 設 置 し よ う と す る と き 。  

 

 (3)  禁 止 行 為  

   次 に 掲 げ る 次 項 は 禁 止 さ れ て い ま す 。 こ れ に 反 し た

場 合 は 住 宅 を 明 け 渡 し て い た だ く こ と が あ り ま す 。  

・  住 宅 を 転 貸 し た り 、 使 用 権 を 譲 渡 し た り す る こ と 。  

・  他 の 使 用 者 等 、 近 隣 の 者 に 迷 惑 を 及 ぼ す 行 為 。  

・  そ の 他 ペ ッ ト を 飼 育 す る 行 為 等 。  

    ※ １ ８ ペ ー ジ (5)を ご 覧 く だ さ い 。  
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(4)  そ の 他 の 届 出 が 必 要 な 事 項  

・  病 気 に よ り 入 院 し 、 治 療 後 退 院 と な っ た と き 。  

 

 

Ⅲ － ４   住 宅 の 返 還 に つ い て  

 

転 居 等 に よ り 住 宅 を 返 還 す る 場 合 は 、手 続 が 必 要 で す 。無

断 で 退 去 す る こ と は で き ま せ ん 。 返 還 す る １ ４ 日 前 ま で に

住 宅 管 理 係 に 必 ず 届 け 出 て く だ さ い 。  

 

 (1)  住 宅 返 還 届  

・  事 前 に 住 宅 管 理 係 に 連 絡 の う え 、 書 類 の 交 付 を う け て

く だ さ い 。 提 出 期 限 は 、 返 還 す る １ ４ 日 前 で す 。  

 

(2)   住 宅 の 検 査  

・  返 還 す る 場 合 、 本 人 の 負 担 に お い て 原 状 に 復 す る こ と

が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。そ の 際 、住 宅 の 状 況 を 検 査 し

ま す の で 、 ご 協 力 く だ さ い 。  

・  不 明 な 点 は 、 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 ま で お 問 い 合 わ せ く

だ さ い 。  

 

(3)  鍵 の 返 還  

・  返 還 日 ま で に 、 使 用 許 可 日 に お 渡 し し た 住 宅 の 鍵 （ 別

に 自 分 で 作 っ た ス ペ ア が あ る 場 合 は 、 そ の 鍵 も 一 緒 に ）

を 渋 谷 区 営 住 宅 等 窓 口 に 返 還 し て く だ さ い 。  
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Ⅲ － ５   明 け 渡 し 請 求 に つ い て  

 

区 営 住 宅 の 使 用 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る 場 合 、

住 宅 の 明 け 渡 し 請 求 を 受 け る こ と と な り ま す の で 、ご 注 意

く だ さ い 。  

・  不 正 の 行 為 に よ り 入 居 し た と き 。  

・  使 用 料 又 は 共 益 費 を ３ か 月 以 上 滞 納 し た と き 。  

・  区 営 住 宅 又 は 共 同 施 設 を 故 意 に よ り き 損 し た と き 。  

・  正 当 な 理 由 が な く １ か 月 以 上 区 営 住 宅 を 使 用 し な い と

き 。  

・  住 宅 を 取 得 し た と き 。  

・  暴 力 団 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

3 年 法 律 第 77 号 ） 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で

あ る こ と が 判 明 し た と き 。  

・  そ の 他 渋 谷 区 営 住 宅 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 区 長 の 指 示

命 令 に 違 反 し た と き 。  

・  そ の 他 区 長 が 区 営 住 宅 の 管 理 上 必 要 が あ る と 認 め る と

き 。  

 

Ⅳ 緊急時の設備について  

 

こ の 住 宅 に は 、 皆 様 の 安 全 を 守 り 緊 急 時 に は す ぐ に 対 応

で き る よ う な シ ス テ ム が 導 入 さ れ て い ま す 。 説 明 書 な ど を

よ く 読 ん で 、 い ざ と い う と き に 使 い 方 が わ か ら な い と い う

こ と が な い よ う に し ま し ょ う 。  

 

(1)  自 動 火 災 報 知 器  

・  火 災 が 発 生 す る と 、 各 室 に 非 常 ベ ル で 通 報 さ れ ま す 。

ま た 、警 備 会 社 に も 自 動 的 に 連 絡 さ れ 、係 員 が か け つ け

る こ と に な っ て い ま す 。  
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(2)  緊 急 通 報 ボ タ ン  

・  皆 様 の 居 室 、 ト イ レ 、 浴 室 等 に 緊 急 通 報 ボ タ ン が 設 置

さ れ て い ま す 。気 分 が 悪 く な っ た り 、具 合 が 悪 く な っ た

り し た 場 合 は 、ボ タ ン を 押 し て く だ さ い 。警 備 会 社 の 係

員 か ら 連 絡 が あ り ま す 。  

  な お 、係 員 が 到 着 す る と 、イ ン タ ー ホ ン で 呼 び 出 し し

ま す が 、具 合 が 悪 く 応 え の な い 場 合 は 、居 室 に 入 り 対 応

し ま す 。  

・  な お 、 誤 っ て ボ タ ン を 押 し た 場 合 は 、 取 消 ボ タ ン を 押

し 、復 旧 の 操 作 を し て く だ さ い 。通 報 さ れ た と き は 警 備

会 社 か ら の 電 話 連 絡 が あ る の で 、 誤 報 だ と 申 し 出 で く

だ さ い 。  

 

＊  こ れ ら の シ ス テ ム は 、皆 様 の 安 全 を 守 り 、安 心 し て 生

活 し て い た だ け る よ う に 設 置 さ れ て い る も の で す 。遠

慮 な く 活 用 し て く だ さ い 。  

 

＊  こ れ ら の シ ス テ ム は 常 に 正 常 な 状 態 を 保 つ た め 、通 信

状 態 で 保 守 点 検 を 行 っ て い ま す が 、故 障 が 発 見 さ れ た

場 合 は ご 連 絡 の う え で 修 繕 を 行 い ま す 。  

 

Ⅴ 非常時の避難場所について  

 

・  大 地 震 な ど が 起 き た と き 、 避 難 場 所 へ 避 難 す る 前 に 一

時 的 に 集 合 し て 様 子 を み た り 、 み ん な で 避 難 場 所 に 避 難

し た り す る た め の 集 合 場 所  

→一時集合場所 『幡ヶ谷第一公園』  

・  大 地 震 な ど で 火 災 な ど が 発 生 し 、 一 時 集 合 場 所 で は 危

険 な と き に 避 難 す る 場 所  

   →『代々木公園』、『明治神宮』  
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《 相 談 ・ お 問 い 合 わ せ 先 》  

渋谷区営住宅等窓口  

指定管理者㈱東急コミュニティー  

０ ３ － ３ ４ ６ ３ － ３ ５ ５ ２ （ 直 通 ）  


